
中華人民共和国国家知識財権局 
 

     発明 

PCT国際出願の中国国家知識産権局への国内段階移行 

 

 

代理機構の整理番号 
国際出願番号 PCT/JPXXXX/XXXXXX 
国際出願日 XXXX年 XX月 XX日 優先日（最初） XXXX年 XX月 XX日 
国際公開番号WO/XXXX/XXXXXX 国際公開日 XXXX年 XX月 XX日 国際公開の言語 日本語 
発明の名称 ○○○○ 
1．権利保護の請求類型       ■発明特許         □実用新案 
2．中国国内段階における出願人 
  (1)氏名または名称： 
     住所：日本 ○○ 
   (2)氏名または名称： 
     住所： 
3．中国国内段階における発明者(氏名) 
  (1) ○○○○               (2) 
  (3)                   (4) 
  (5)                   (6) 
  (7)                   (8) 
4．代理人 
  代理機構の名称：○○○○○           代理人の氏名：程偉 
  代理機構の住所：○○○○○○○○○○      電話番号：XXXX XXXX 
5．早期処理および審査の請求* 
優先日より 30ヶ月の期限が満了していない場合、出願人は中国特許法実施細則第 108 条に基づき、国家
知識産権局特許庁に当該国際出願の早期処理および審査を請求することができる。 
6．□国際公開前に当該出願の手続きを行なう場合、出願人は特許協力条約第 23条(2)の規定および特許協力
条約実施催促 47.4の規定により、指定局に出願することができる。指定局は国際局に出願書の副本の送達を
要求し、特許局が出願書の複本を受け取った後に、審査を開始する。 
7．優先権項目 
    優先権日      先願国    先願番号 
 (1)XXXX年 XX月 XX日  日本  XXXX-XXXXXXX 
 (2) 
 (3) 
 (4) 
 (5) 
 (6) 
８．国際段階で回復した優先権は第 7欄の第__項である。 
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  *注：優先日より 30 ヶ月の期間が満了する前に、早期処理の申請を行わない場合、第 5 欄の内容を斜線で削除して

ください。 

 

    （国家出願番号） 

出願日 

国内段階への移行日 

本欄は国家知識産権局特許庁が記入 

 
説明書の枚数： 
図面の枚数： 
ヌクレオチドおよび 
アミノ酸の配列表枚数： 

権利請求項数： 
実体審査請求の表記： 
微生物出願との関連の有無： 

データ採集欄(特許局が記入) 



9．出願人は国家知識産権局特許局に以下のことを希望する。 
  □最初に提出した国際出願書類の中国語訳文に基づいて審査を開始する。 
  ■以下に掲げる書類に基づいて審査を開始する。 
   ■説明書、     第  X-X、X-XX、XX-XX  頁、元国際出願書類の訳文 
                           頁、国際予備審査報告書添付書類訂正部分の訳文 
                 X、XX       頁、条約 28条、または 41条に基づく訂正文 
   ■権利要求書、   第             頁、元国際出願書類の訳文 
                          頁、条約第 19条に基づく改正訳文 
                           頁、国際予備審査報告書添付書類訂正部分の訳文 
                  X-XX       頁、条約 28条、または 41条に基づく訂正文 
   ■図面、      第   X-X       頁、元国際出願書類の訳文 
                           頁、国際予備審査報告書添付書類訂正部分の訳文 
                           頁、条約 28条、または 41条に基づく訂正文 

□ヌクレオチド   第             頁、元国際出願書類の訳文 
    およびアミノ酸の               頁、国際予備審査報告書添付書類訂正部分の訳文 
    配列表、                   頁、条約 28条、または 41条に基づく訂正文 
10．国際段階に引用した内容 
   □説明書、   第   頁、時間       
   □権利要求書、 第   頁、時間       
   □図面、    第   頁、時間       
11．料金 
  ■出願料、公布印刷料納付済み 
  ■説明書および権利請求付加料納付済み 

■優先権主張料納付済み 
  □審査量納付済み 
  □猶予手数料納付済み 
  □優先権主張改正請求料納付済み 
  ■料金の減免 
   □当該国際出願は受理国である中国国家知識産権局に提出されたものである。 
   □当該国際出願は国際調査機関である中国国家知識産権局特許庁において調査されたものである。 
   ■当該国際出願は国際調査機関である欧州、日本、スウェーデンの特許庁において調査されたもので

ある。 
   □当該国際出願は中国国家知識産権局において調査、審査されたものである。 
12．猶予期間の請求 
  □国際出願の中国語訳文の提出及び/又は出願料の納付が優先日から 30ヶ月以後 32ヶ月以内になされ、

特許法実施細則第 101条 2項の気鄭に基づき、32ヶ月以内に猶予手数料を納付済みである場合。 
13．生物材料 
  □当該国際出願の発明に関わる生物材料サンプルの寄託は、PCT実施細則第 13条の 2の(4)が規定する

期間内に以下の形式で記載した： 
   □説明書(訳文)第  頁  行、第  頁  行、第  頁  行において 

□PCT/RO/134の表の中において 
□記載された生物材料のサンプル寄託に関し 

   □証明書を添付した □証明書を後から提出する □生存証明書を添付した □生存証明書を後から

提出する 
14．新規性が喪失しない猶予期間の声明 
  □国際出願に関わる発明創造が特許法第 24条(1)、(2)の状態にあり、国際出願の提出時に声明を行った

場合。 
15．不服審判請求 
  □出願人は          に下記の通知を受け取った。 
   □受理局が国際出願日の付与を拒絶した □国際事務局はPCT条約第12条(3)に基づき認定を行った 
   □受理局は出願が取下げられたものと宣告した □受理局は中国指定が取下げられたものと宣告した 
  □PCT条約第 25条に基づき、ここに貴局に不服審判請求を提出し、かつ 
   □国際局に保管関係書類を貴局に伝送するように請求した。 
   □特許実施細則第 101条に基づき、中国国内段階への移行手続きをした。 
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納付書番号： 



16．提出書類リスト 特許庁が審査 
(特許庁が記入) 

・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 
特許協力条約第 23 条
(1)の規定により、優先
日より 30 ヶ月の期限
が満了していない場

合、特許局は国際出願

＿＿＿＿に対し処理を

行うことができない。 
・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 

  (1)初出願書類の訳文 
  ■要約                   計 X部    各部 X枚 
  ■要約図面                 計 X部    各部 X枚 
  ■特許請求の範囲              計 X部    各部 X枚 
  ■説明書                  計 X部    各部 XX枚 
  ■説明書図面                計 X部    各部 X枚 
  □PCT/RO/134の表の中国語訳文       計 部    各部 枚 

□説明書のヌクレオチド 
およびアミノ酸の配列表          計 部    各部 枚 

  □コンピューター読み取り可能配列表      計 部    各部 枚 
  (2)国際出願段階に作成した修正書類の訳文 
  □条約第 19条により補正した請求項      計 部    各部 枚 
  □条約第 19条による補正時の声明       計 部    各部 枚 
  □国際予備審査報告書添付書類の補正文     計 部    各部 枚 
  (3)補正書類 
  ■補正書類(出願人が条約第 28条または 

第 41条に基づき補正する場合のみ必要)   計 X部    各部 X枚 
  (4)委任状 
  □単独委任状                 計 部    各部 枚 
  □包括委任状(登記番号         )   
  (5)実体審査の請求 
  □実体審査請求書 
  □関連参考資料 
  (6)その他の書類 
  □出願権譲渡証明書 
  □優先権譲渡証明書 
  □指定寄託機関により提出された寄託証明書と生存証明書 
  □新規性を喪失しない例外及び新規性を害しない公開の証明書 
  □記載項目変更届 
  □意見書 
  □国際事務局の証明を経た初国際出願書類副本(出願人は条約第 23条[2]に基

づき、中国国家知識産権局特許庁に早期審査を請求した場合のみ適用) 
  □国際予備審査報告書及び付属書類 
  ■条約第 28条または第 41条による補正部分の対比ページ 
17．特許代理機構の署名捺印 
  
 
 
 

XXXX年 XX月 XX日 
追加頁（本表各欄に記入しきれない場合に適用）は   枚である。 
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印 


